
様式第３

西枇杷島警察署　　　令和６年自転車指導啓発重点地区及び路線

出典：国土地理院基盤地図情報（基本情報）

管内

R3.1
～R5.10 重傷事故 死亡事故

自転車事故件数

西枇杷島警察署

区分

自転車関連事故 13456 1

Ⓐ 【重点地区】

選定理由

管内において自転車事故が多発傾向で、かつ商業施設、
学校等があり、あらゆる年代の自転車利用者が多いた
め。

西春交番管内

九之坪

交差点

①
九之坪
交差点 ～ 徳重

交差点
2,000 ｍ

選定理由

県道名古屋江南線

北名古屋市の南北を通過する主要道路の一つで、付近に
商業施設や学校等があり交通量が多く、脇道との交差点
において車と自転車との出合頭事故が多いため。

よく見られる自転車利用者の違反形態

➢ 交差点で徐行や一時停止をしない

➢ 携帯電話を使用しながらの運転

➢ 信号無視

➤ 傘差し運転 など

徳重

交差点

重傷事故発生場所

自転車指導啓発重点地区

自転車指導啓発重点路線

凡 例

自転車事故密度分布
高低

死亡事故発生場所

①Ⓐ

選定理由

Ⓐ ①

西春高校

ピアゴ西春店


